
 

 

（情報区分； b グリーン調達） 

（取得区分；1 委員会報告情報） 

１）件名 

・中国 RoHS の管理目録及び適用除外の公告 

２）内容 

・2018年 3月 15日、中国の工業と情報化部から管理目録（第 1回）と適用除外に関する 

 公告が出された。 

 施行日までの猶予期間：2018 年 3月 12日から 1年 

・管理目録には、以下の 12製品が記載された。 

   冷蔵庫、エアコン、洗濯機、電気湯沸かし器、プリンタ、複写機、FAX、 

   テレビ、モニタ、パソコン、携帯電話、電話機 

・適用除外に関しては、水銀、鉛、鉛とカドミウム、カドミウム、六価クロム 

 の項目に分けて記載されている。 

 内容としては、EU RoHSに類似した内容で、WTO/TBT通報の適用除外案とほぼ同じである。 

３）SEAJ コメント 

・中国 RoHS への対応は、各社の判断で行って下さい。 

４）添付情報・資料 

・なし 

５）関連情報 

・公告の URL 

http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057542/n3057544/c6086848/content.html 

６）その他 

・なし 

 

 

 

 

 

 

 

Semiconductor Equipment Association of Japan（制定;2017,8,3） 

 

※法令等の内容全てを解説しているのではなく、独自の見解を含んでおり、その内容を保証するものでは有りません。 

参考情報としてご利用頂き、法令等の内容解釈は、必ず原文にて確認し、各社の判断で対応して下さい。 
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